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竹原市総務文教委員会

令和３年３月１２日開議

会議に付する事件

（付託議案）

１ 議案第３５号 竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

２ 議案第３６号 竹原市国民健康保険条例及び竹原市職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例案

３ 議案第３７号 竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案

４ 議案第３８号 令和２年度竹原市一般会計補正予算（第１３号）

５ 議案第３９号 令和３年度竹原市一般会計補正予算（第１号）
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（令和３年３月１２日）

出席委員

委員外議員出席者

職務のため会議に出席した者は，下記のとおりである

議会事務局長 住 田 昭 徳

議会事務局主事 置 名 拓 真

氏 名 出 欠

今 田 佳 男 出 席

井 上 美 津 子 出 席

松 本 進 出 席

道 法 知 江 出 席

大 川 弘 雄 出 席

川 本 円 出 席

高 重 洋 介 出 席

氏 名

宇 野 武 則

竹 橋 和 彦

堀 越 賢 二

下 垣 内 和 春
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説明のため会議に出席した者は，下記のとおりである

職 名 氏 名

副 市 長 新 谷 昭 夫

総 務 企 画 部 長 平 田 康 宏

総 務 課 長 岡 元 紀 行

財 政 課 長 向 井 直 毅
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午前１０時５０分 開議

委員長（今田佳男君） では，始めます。よろしくお願いします。

改めましてお疲れさまです。

本日の委員会は，先ほど本会議で上程，付託されました議案第３５号から議案第３９号

までの５議案に対する審査を行うものです。

本日の進行ですが，通常の委員会審査のとおり，議案提出課からの説明を受け，質疑応

答の後，質疑を一旦保留として委員間討議を行います。委員間討議の結果を踏まえ，質疑

の再開もしくは質疑を終結し，討論，表決と考えております。

なお，発言に当たっては，挙手の上，委員長の許可を得た後，マイクを使用して発言し

ていただきますようよろしくお願いいたします。

以上の進行方法により会議を進めてまいりますので，御了承のほどよろしくお願いいた

します。

ただいまの出席委員は７名であります。定足数に達しておりますので，令和３年第１回

定例会の総務文教委員会を開会いたします。

本日，当委員会に付託を受けております案件は，委員会付託議案等一覧表に記載のとお

りであります。

副市長から発言の申出がありましたので，これを許可します。

副市長。

副市長（新谷昭夫君） 委員長をはじめ委員の皆様方におかれましては，大変お忙しい

中，総務文教委員会を開催していただきまして，誠にありがとうございます。

本日は，本定例会に追加提案をさせていただきました議案第３５号の外４議案につきま

して説明をさせていただきます。慎重な御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長（今田佳男君） それでは，これより議事に入ります。

本委員会に付託された諸議案については，執行部の説明を受けてまいります。

審査の順序につきましては，付託議案審査順序表のとおり行ってまいりたいと思います

が，これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 異議なしと認め，そのように執り行います。

なお，執行部からの説明は，以後座ったまま行っていただいて結構です。

関連がありますので，議案第３５号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条
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例案及び議案第３７号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案の２

議案を一括議題とします。

提案者の説明を求めます。

総務課長。

総務課長（岡元紀行君） それでは，議案第３５号竹原市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案について御説明いたします。

議案書では１ページ，議案参考資料につきましても１ページでございます。

議案参考資料にて御説明いたします。

議案第３５号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして，そ

の内容を御説明いたします。

まず，提案の要旨といたしまして，本議案は，国家公務員との権衡を考慮し，課長級の

職務の級の位置づけを見直すとともに，職員の職名につきまして職務段階に応じた職名に

改めるものでございます。

改正の内容につきましては，まず１点目といたしまして級別標準職務表別表第２を次の

とおり改めるものでございます。

表のほうを御覧ください。

まず，改正前におけます課長の職務であります級を７級から６級に改めるものでござい

ます。また，４級におけます代表的な職名であります主任主事の職名を主任に，及び３級

におけます代表的な職名でございます主事の職名を主任主事へそれぞれ改めるものでござ

います。３級，４級，そのほかの職名の変更につきましては，議案参考資料３ページから

の新旧対照のほうで御確認いただきますようお願いいたします。

次に，２点目といたしまして，課長の号給を切り替えるに当たりましては，令和３年４

月１日の前日におけます給料月額を６級給料表の最も近い給料月額の直近下位に位置づけ

ることといたします。切替えについては，議案書の７ページに記載の号給の切替え表のと

おり切り替えることとするものでございます。

次に，３点目といたしまして，このたびの改正後，令和４年３月３１日までの間，職員

が受ける給料月額が切替日の前日である令和３年３月３１日に受けていた給料月額に達し

ない場合は，給料月額のほかにその差額に相当する額を給料として支給をするものでござ

います。こちらはいわゆる現給保障の取扱いを行うものでございます。

施行期日につきましては，令和３年４月１日とするものでございます。
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議案第３５号の説明については以上でございます。

次に，議案第３７号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて御説明いたします。

議案書につきましては１５ページ，議案参考資料におきましては１３ページでございま

す。

議案参考資料で御説明をいたします。

議案第３７号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案につきまし

ては，まず提案の要旨といたしまして，現在実施をしております職員の給料月額を減額す

る特例措置につきまして，議案第３５号で提案をさせていただきましたが，職務の級の見

直しに伴う改正を行うものでございます。

改正の内容につきましては，令和４年３月３１日まで実施をいたします給料月額の減額

の割合につきまして，課長級の職員の減額の割合を給料表６級に切替え後も引き続き１０

０分の８とするものでございます。

２点目といたしまして，令和３年４月１日の課長級の職員の給料の号給切替えに伴う経

過措置といたしまして，給料月額のほかに号給切替え前の給料月額と切替え後の給料月額

の差額の支給を受ける職員につきましては，その差額を含めた給料月額を特例措置である

減額割合の１００分の８の算出基礎と規定するものでございます。

施行期日につきましては，令和３年４月１日とするものでございます。

議案第３７号の説明については以上でございます。

委員長（今田佳男君） これより質疑を行います。

質疑のある方は，順次挙手により一問一答でお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） 議案第３５号，議案第３７号関連しておりますけれども，まず議案

第３５号の中で課長級の職務を見直すということで７級から６級ということがありまし

た。それで伺いたいのは，こういった対象となる人が何人なのかということで，課長が何

人おられるかということになるのでしょうが，それと影響額ですよね。７から６というこ

とになって影響が出てくると思うのですけれども，その影響額は全体で幾らになるのか，

平均で見たら月額どのくらいになるのかということをちょっと教えていただきたい。

委員長（今田佳男君） 総務課長。

総務課長（岡元紀行君） 対象となる職員及びその影響額についての御質問でございま
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す。

先ほど御説明いたしましたとおり，今回の条例の改正によりまして来年１年間につきま

してはいわゆる現給保障の取扱いを行うことから，直接的な影響は発生をいたしません。

そういうふうにしております。その後，令和４年４月１日以降についての影響ということ

で御了承いただければと思います。現在で言えば，職員，部課長が２６名おりまして，対

象となるであろうと，現在の課長の人数として想定でございますが，課長が２４名おられ

ます。その方がそのまま令和４年４月１日に６級に位置づけを切り替えたと仮定しての金

額でございますが，給料，手当，そして共済費等も含めまして約１，３００万円の影響額

が出るものと考えております。そちらを御質問の月額ということでございますが，単純に

その金額を職員１人当たりの月額に割り戻しましたら約２万８，０００円程度の月額の影

響額であろうというふうに思われます。

以上です。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） 全体での１，３００万円，平均すれば２．８万円余りの影響だと，

来年以降でしたかね，ということでしたが。それと議案第３７号との関連で，去年の第１

回の定例会で８％カットが継続されて，今回それも職務の見直しに伴っての改定というこ

となのでしょうけど，率直に言って今の，例えばこれが議案第３５号に伴う影響で１年

間，来年４月以降になるのでしょうけども，そのままいった場合は来年４月以降月額２．

８万円余りの影響が出るということで言われました。それと，昨年の８％の減額というの

もこれも大きくて，例えば５０万円で言えば月額４万円かな，８％カットで４万円になる

と思うのですが，６０万円で言えば４．８万円，５万円弱ということで，来年４月以降の

影響というのはこれが５万円前後と３万円前後で８万円余り，１０万円弱となりますか，

そういった影響を与えることになるということでは，やっぱり今の中でその生活に与える

影響は大きいのではないかと。この点についてもちょっと，副市長がおられるので見解を

聞いておきたいと。

委員長（今田佳男君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 今の給料の８％の減額につきましては，財政健全化計画に基づく

中で職員の皆さんあるいは今の管理職の皆さんにもお願いをして，今お話しにもありまし

たとおり８％の減額ということでお願いをしているわけでございます。これは，今お話し

したとおり財政健全化を一定期間の中でやっていこうということで，来年度までの期限措
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置という形で行っております。今回の課長級を７級から６級に引き下げるというところに

つきましては，提案理由で御説明申し上げているとおり，国家公務員の職階に準じた形で

課長級を６級に位置づけるということに伴うもので，これは県内の多くの他市におきまし

ても同じような位置づけがなされております。ですから，実質，確かにこれまで職員が支

給を受けている給料の額というものが下がるというのは，課長を務められている皆さん，

あるいは今後課長になられる部分もあるかも分かりませんが，その皆さん方にとっては大

変苦しいというか申し訳ない部分ではございますが，職務の給料のいわゆる適正化を国家

公務員に準じ，あるいは他市にも倣った形の中で整理をしていくというか，適正化を図っ

ていくということでございますので，そういった部分では今の給料をカットといいます

か，８％減額をしている部分とは全く異なるものというふうに考えております。

委員長（今田佳男君） よろしいですか。

委員（松本 進君） はい，いいです。分かりました。

委員長（今田佳男君） ほかにありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，次に参ります。

議案第３６号竹原市国民健康保険条例及び竹原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例案を議題とします。

提案者の説明を求めます。

総務課長。

総務課長（岡元紀行君） 議案第３６号竹原市国民健康保険条例及び竹原市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。

議案書につきましては１１ページ，議案参考資料では９ページでございます。

議案参考資料にて御説明をいたします。

まず，本案につきましては，提案の要旨にございますように，新型インフルエンザ等対

策特別措置法等が改廃されたことに伴いまして必要な字句を整理するものでございます。

これまで新型コロナウイルス感染症は，新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則にお

きまして時限的に特措法の適用をされておりました。このたびの法改正によりまして，新

型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症に含まれるものと位置づけられて

いるところでございます。これによりまして，これまで時限的な適用でございました新型

コロナウイルス感染症は，今後も恒久的に特措法で適用できるとなったものでございま
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す。

本市におきましては，この法改正を受けまして，本市の新型コロナウイルス感染症につ

きましてこれを定義するよう規定を改めるものでございます。

なお，条例の施行期日につきましては公布の日からとするものでございます。

説明は以上でございます。

委員長（今田佳男君） これより質疑を行います。

質疑のある方は，順次挙手により一問一答でお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，次に参ります。

議案第３８号令和２年度竹原市一般会計補正予算（第１３号）を議題とします。

提案者の説明を求めます。

財政課長。

財政課長（向井直毅君） それでは，今定例会に上程いたします令和２年度の補正予算案

につきまして御説明をさせていただきます。

このたびの補正予算案の概要といたしましては，新型コロナウイルス感染拡大に伴う対

策事業に必要な経費を計上するものでございます。歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，８

４６万６，０００円を追加し，総額を１７９億２，２７８万９，０００円とするととも

に，繰越明許費の追加を行う内容となっております。

歳出の補正内容の具体的な内容につきまして，３ページの主な事業内容で説明をいたし

ますので，お手元にお配りいたしております補正予算案の概要の３ページをお開きいただ

ければと思います。

まず，総務費，地域情報化に要する経費につきまして地域情報通信基盤整備事業３，０

２６万６，０００円の追加計上を行うものでございます。

内容といたしましては，昨今コンテンツの大容量化などによるデジタルデータ通信料が

増加している中，コロナ禍における新しい生活様式に対応したデジタル化をさらに促進す

るため，市内情報通信基盤を増強し，通信設備の高速化を図ろうとするものでございま

す。速度の高速化につきましては，現在最大１００メガバイトの通信速度から最大１ギガ

バイトまで高速化するものでございます。あわせまして，事業が来年度に及ぶことから繰

越しを行うものでございます。財源については，国庫支出金と県支出金を歳出予算額のそ

れぞれ２分の１ずつ充当するものでございます。
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続きまして，商工費，電子マネー活用事業に要する経費について，電子マネーを活用し

た消費喚起事業２，８２０万円の追加計上を行うものでございます。

内容といたしましては，新型コロナウイルス感染症の拡大により，減少した市内の経済

活動について電子マネーを活用した消費喚起事業を行うものでございます。市内店舗にお

いて電子マネーを使用して支払われた際，支払い額の２０％相当額を消費者にポイントと

して還元することで市内での消費喚起につなげようとするものでございまして，当該ポイ

ントに係る費用を負担するものでございます。あわせまして，事業が来年度に及ぶことか

ら繰越しを行うものでございます。財源につきましては，国庫支出金を歳出予算の全額に

対し充当するものでございます。なお，こちらにつきましては同額を令和３年度の補正予

算にも計上いたしておりまして，この令和２年度の補正予算と令和３年度の補正予算合わ

せまして２か月間この電子マネーでのポイント還元事業を行うことといたしております。

次に，歳入でございますが，歳入につきましては国庫支出金及び県支出金を歳入予算に

計上し，最終的な収支の均衡を図っております。

続きまして，繰越明許の補正の説明をさせていただきますので，先ほどの資料４ページ

をお開きください。

総務費，地域情報通信基盤整備事業及び商工費，電子マネーを活用した消費喚起事業に

つきましては，歳出予算のところで説明をいたしましたので省略をさせていただき，衛生

費，保健センターの新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業につきましては，保健セン

ター手洗い設備機器の年度内調達が困難となったため，繰越しを行うものでございます。

次に，教育費，学校教育活動継続支援事業につきましては，当初年度内に衛生用品等の

購入を完了することとされていたものが，制度の変更により翌年度での購入が可能となっ

たため繰越しを行うものでございます。

以上が一般会計補正予算案の説明でございます。

委員長（今田佳男君） これより質疑を行います。

質疑のある方は，順次挙手により一問一答でお願いいたします。

高重委員。

委員（高重洋介君） それでは，電子マネーを活用したポイント還元についてお聞きをい

たします。

まず，この積算根拠と委託先を教えてください。

委員長（今田佳男君） 財政課長。
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財政課長（向井直毅君） 積算根拠につきましては，まずは委託事業者なのですけど，こ

ちらＰａｙＰａｙを予定をいたしておりまして，このＰａｙＰａｙの加入店が現在約３６

店舗ございます。ただ，そのうち今回の対象事業者といたしましては，市内に本店，本社

がある事業所を対象としてポイント還元事業を行うことといたしておりまして，こちらが

おおむね約２５０店舗ぐらいになるのではないかということで，その店舗数から勘案して

予算を約２，８００万円ほどを積算をいたしております。こちらにつきましては，付与の

上限が１回当たり１，０００円，それからかつ１か月の使用が１万円を上限とさせていた

だいております。したがいまして，２０％の還元となりますので，１回当たりの使用が

５，０００円以上を超えたらそこは１，０００円までと，かつ１か月が５万円の使用を超

えるとそこは１万円という形でポイントが付与される予定となっております。

以上でございます。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 先日もテレビで，ニュースのほうで各市がそういったものをポイン

ト還元ですごく市民に喜ばれているということもありましたし，東広島とか三原市はもっ

と早くに飲食のほうでやっていたということもあるのですけど，あとこのＰａｙＰａｙさ

んとの委託なのですけど，この間にどっか事業所とかそういうものが絡んでいる，直接Ｐ

ａｙＰａｙさんと竹原市の委託でよろしいのでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 特に間に何かいわゆる事業者が入るということではなくて，直

接そういうＰａｙＰａｙの運営会社との契約という形になろうかと思います。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） それとあと，２５０店舗，市内で一応登録みたいな形であるだろう

と，大型店舗は今回なしで市内の事業者さんということであるのですけど，これ市民の利

用人数とかどれぐらいの方が市内でＰａｙＰａｙを使われているかということは把握はで

きているのでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） すみません，直接的に現在何名の方がどの程度というものは，

こちらは把握をいたしておりません。ただ，こちら正式に契約した際には，どこの店舗で

どのぐらいの利用があるかというのは開示をいただけるというふうにはお聞きいたしてお

ります。
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以上です。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 先日，ちょっと富山県の射水市というところがあるのですけど，こ

こがＰａｙＰａｙを活用して約１，０００店舗を対象に１か月２億円の予算をつけて行っ

たのですけど，実はこれ１，０００店舗ですからいろんな事業所が対象であるし，これ，

市外の人も使えるわけですよね。そういった中で実は３億４，０００万円ぐらいオーバー

をいたしまして，２億円の予算が５億４，３００万円ぐらいを利用されたというところ

で，竹原市においては２５０店舗でもありますし，市民のニーズもそんなにないので，そ

こまではないのかなというのもあるのですけど，もし思った以上にそういうことがあれ

ば，途中で中断できるのか。また，その増えた部分はまた補正を組むのか。教えてくださ

い。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらがですね，契約が月単位の契約という形になっておりま

すので，仮に一月内にこの額を超えた場合，これは途中で解約といいますか打切りがとい

うのはできない仕組みになっておりますので，もし仮に利用が多くなってこの予算を超え

るケースが生じた場合は，そこは追加で補正なり一時的には予備費からの流用ということ

もあり得るかもございませんが，月単位での契約ということになりますので，オーバーを

したらオーバーしたなりの予算が執行しなければならないということになっております。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 最後の質問にさせてもらいます。

これは，令和２年度，令和３年度と２つあって２か月行うということなのですけど，こ

れ大体いつ頃から行われるのか教えていただければ。お願いします。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 実施時期につきましては，まず今月中に令和２年度の予算につ

きましては契約をさせていただきます。その後，１か月をかけてＰａｙＰａｙの事業者の

ほうが，いわゆる新たな事業者の募集をしていただくことになっております。これが１か

月。その後，さらに１か月をかけてこのＰａｙＰａｙの利用について周知を図るというこ

とで，４，５月はそういった期間を置いて，実際には６月からの実施ということになろう

かと思います。その後，ちょっと令和３年度につきましてはその後のさらに再度契約をし

て同じような手続を踏んだ後，おおむね８月ないし９月ぐらいからの実施になろうかとい
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うふうに今考えております。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 続けてあるのか思ったのですけど，ちょっと間が空くということな

のですが，そうすれば上限も一月で１万円までということはトータルで２万円までできる

ということでよろしいですか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 議員おっしゃるとおり２回に分けてやりますので，それぞれ上

限は適用されるものというふうに御理解をいただければと思います。

委員長（今田佳男君） ほかに。

松本委員。

委員（松本 進君） ちょっと１点だけお尋ねしたいのは，ちょっと今高重委員のほうか

らもあったのですが，このＰａｙＰａｙの市民の利用者の数というのがちょっと伺って明

確な答弁が今何人使えるというのを把握されていないということでしたけれども，私，こ

れもですけど，仕組み上市内の店舗の利用者のいろいろ経済活動の活性化にはなると思う

のですが，それと同じようにプレミアム商品券についても同じような消費喚起ということ

は，同じ経済活動の活性化ということは賛成なのですけども，ちょっと気になるのはこっ

ちのＰａｙＰａｙの分にしても商品券にしてもですけれども，利用できる人とできない人

での格差がどうしても生じるということが起こりますよね。それで，そこの対策はちょっ

と私は気がつかないのですけども，何かそこらが対応できるのかどうかなと。できればち

ょっと対応していただきたいなということについて，ちょっとお答えいただければと。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 特に電子マネーにつきましては，スマートフォンにアプリを入

れてということになりますので，スマートフォンをお持ちでない方につきましては利用が

難しいという側面はございます。ただ，昨今かなり高齢の方もスマートフォンの利用率も

高まってきているというのもございまして，あわせて今後の新しい生活様式に対応した形

で，いわゆる現金ではなくてそういった電子マネーなりクレジットカードの利用を促進す

るという部分を込めて，この電子マネーを活用した利用促進というのも今考えているとこ

ろでございます。さらに併せまして，令和３年度の補正予算でも提案させていただいてお

りますが，そういう方々が利用できるよう同時にプレミアム付商品券の発行についても今

実施を検討いたしておりますので，そのトータルで考えていただければというふうに考え
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ているところでございます。

以上でございます。

委員長（今田佳男君） ほかに質疑はありませんか。

道法委員。

委員（道法知江君） 地域情報化に要する経費の総務費の地域情報通信基盤整備事業のこ

とをお伺いさせていただきたいと思うのですけど，光ファイバーが竹原市域全域にわたっ

て今整備されていると思いますけども，そういうことに踏まえて市内の情報基盤がさらに

高速化するということだと思います。これ，ごめんなさい，１００メガが１ギガバイトに

なるというその高速量がどれぐらいのものなのかというの，具体にもし分かるような説明

がいただければ教えていただければと思います。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） この１００メガバイトというのは，現行の通信量，これはベス

ト・エフォート方式と言いまして，いわゆる利用者の数によって若干前後するということ

で１００メガバイトを１００％保証するというものではない。今後の１ギガバイトになっ

てもそういうことではございますが，原則１００メガバイトが１ギガバイトになるという

ことは，通信速度が約１０倍に高速されるというふうに御理解をいただければと思いま

す。

以上です。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） 重ねての確認で失礼だと思うのですけど，竹原市域全域にわたって

どこも網羅されているということの理解でよろしいでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらは光通信網を市内全域に現在整備をいたしておりますの

で，これが全て対象になるというふうに御理解いただければと思います。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） ５Ｇとかということもあると思いますけども，そこまでいくまでに

は相当まだ時間が必要，さらにそれに対する費用もかかるという理解でよろしいですか。

５Ｇまでというのはどれぐらいの期間と。予測で結構なのですけど，よく分からない，よ

く聞かれるので５Ｇ。

委員長（今田佳男君） 財政課長。
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財政課長（向井直毅君） この５Ｇというのが，どっちかというとこれはいわゆる光回線

というのではなくて，あくまで無線のシステムであろうかと思います。こちらにつきまし

ては，国策で随時整備をされていく中で基本整備自体は民間事業者がされているというこ

ともありまして，どのタイミングでどの時期にいつ竹原がというのは，正直申し訳ない，

私どものほうではちょっとまだ情報不足といいますか，まだそこまでの明確な御返事がで

きるには至っていないということで申し訳ないのですけど，現段階では具体的にお答えで

きる資料を持ち合わせておりません。すみません。

委員長（今田佳男君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，次に参ります。

議案第３９号令和３年度竹原市一般会計補正予算（第１号）を議題とします。

提案者の説明を求めます。

財政課長。

財政課長（向井直毅君） それでは，令和３年度の一般会計の補正予算案について御説明

をいたします。

先ほどとあわせまして補正予算案の概要に基づきまして説明をさせていただきます。

こちらにつきましても，先ほどの令和２年度と同様に新型コロナウイルス感染拡大に伴

う対策事業に必要な経費を計上するものでございます。歳入歳出予算の総額に１億９，０

４２万７，０００円を増額し，総額を１２６億６，６４９万６，０００円とするものでご

ざいます。

その個別具体な内容につきまして，３ページ以降の主な事業内容で説明をいたしますの

で，３ページをお開きをいただければと思います。

まず，総務費，会計一般事務に要する経費について，キャッシュレス決済導入事業８０

万９，０００円の追加計上を行うものでございます。

内容といたしましては，新しい生活様式への対応に向けてキャッシュレス決済の普及を

推進するとともに市民等の利便性の向上を図るため，住民票や税証明などの各種証明書，

交付手数料等の収受についてキャッシュレス決済の導入のための機器を整備するものでご

ざいます。財源につきましては，国庫支出金を歳出予算額の全額に対し充当するものであ

ります。

続きまして，民生費，子ども・子育て支援事業に要する経費，保育事業に要する経費等
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について，新型コロナウイルス感染拡大防止事業６８０万円を追加計上するものでありま

す。こちらにつきましては，本日追加でお配りいたしました参考資料１と併せて御覧いた

だければと思います。

内容につきましては，新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため，保育所，こども

園，放課後児童クラブ，児童館，ファミリー・サポート・センター及び地域子育て支援拠

点にマスク，消毒液等の衛生用品を購入または購入の助成を行うものでございます。財源

につきましては，国庫支出金を５８３万４，０００円，県支出金を９６万６，０００円充

当するものでございます。詳細な施設につきましては，参考資料１のとおりでございま

す。

続きまして，衛生費，地域保健医療対策に要する経費について，新型コロナウイルス感

染症対策事業８００万円を追加計上するものでございます。

内容につきましては，新型コロナウイルス感染症対策として新型コロナウイルス感染拡

大防止のための必要な消耗品等を購入するものでございます。財源につきましては，国庫

支出金を歳出予算額の全額に対し充当するものでございます。

次に，４ページをお開きください。

衛生費，施設管理に要する経費について，保健センターにおける新型コロナウイルス感

染拡大防止対策事業２，５４０万円を追加計上するものでございます。

内容につきましては，新型コロナウイルス感染症対策として市民が安心して乳幼児健診

等の各種保健事業に参加できるよう，保健センターにおいて空調設備，熱交換器を整備

し，室温の管理及び換気機能の改善を図るものでございます。財源につきましては，国庫

支出金を歳出予算額の全額に対し充当するものであります。

続きまして，商工費，商工業振興に要する経費について，商業者等支援給付金事業４，

２３７万５，０００円の追加計上を行うものでございます。こちらにつきましても，本日

配付いたしました参考資料の２と併せて御覧をいただければと思います。

内容につきましては，新型コロナウイルス感染症拡大により，経営に悪影響を受けてい

る宿泊事業者，交通事業者，食品関係事業者等の観光関連事業者を支援するため，給付金

を支給するとともに，当該事業者に頑張る飲食事業者応援事業及び頑張る中小事業者応援

事業による支援対象者を含めまして，賃貸物件等で営業をする事業者に対し家賃等の支援

を行うものでございます。支給対象要件及び給付金の額につきましては，参考資料２のと

おり頑張る飲食店応援金の支給要件と同様に売上げが対前年同月比で３０％以上減少して



- 75 -

いる事業者に対し３０万円支給するものとし，家賃支援につきましては家賃の半額を３か

月分補助するものでございます。財源につきましては，国庫支出金を２，６０２万５，０

００円，県支出金を１，６３５万円充当するものでございます。なお，今回の商業者等支

援給付事業の対象事業者につきましては，参考資料の３番の（３）のエの部分を御覧いた

だければと思いますが，こちらが対象事業者として現在想定しているものでございます。

続きまして，商工費，プレミアム付商品券事業に要する経費につきましてプレミアム付

商品券事業７，４３８万６，０００円の追加計上を行うものであります。

内容につきましては，新型コロナウイルス感染症の拡大により減少した市内での経済活

動について，使用場所が市内店舗に限定されたプレミアム率３０％の商品券を発行するこ

とにより，消費活動を促進させ，市内の経済活動の回復につなげようとするものでありま

す。財源につきましては，国庫支出金を歳出予算額の全額に対し充当するものでございま

す。

次に，５ページをお開きください。

商工費，電子マネー活用事業に要する経費について，電子マネーを活用した消費喚起事

業２，８２０万円の追加計上を行うものです。

内容といたしましては，先ほど説明いたしました令和２年度の補正予算案と同様，新型

コロナウイルス感染症の拡大により減少した市内の経済活動について，電子マネーを活用

した消費喚起事業を行うものでございます。市内店舗において電子マネーを使用して支払

われた際，支払い額の２０％相当額をポイントとして還元することで市内の消費喚起につ

なげようとするものでございます。財源につきましては，国庫支出金を歳出予算額の全額

に対し充当するものでございます。

続きまして，教育費，学校行事に要する経費について，修学旅行キャンセル料補助金３

０８万２，０００円の追加計上を行うものでございます。

内容といたしましては，修学旅行について新型コロナウイルスの影響により中止となっ

た場合において，キャンセル料が発生した場合に保護者等の負担を軽減するため，当該キ

ャンセル料の補助を行うものでございます。財源につきましては，国庫支出金を歳出予算

額の全額に対し充当するものでございます。

最後に，教育費，文化財管理に要する経費について，キャッシュレス決済導入事業６５

万５，０００円の追加計上を行うものでございます。

内容につきましては，新しい生活様式への対応に向けてキャッシュレス決済の普及を推
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進するとともに，来場者等の利便性の向上を図るため，文化４施設入館料の収受について

キャッシュレス決済導入のための機器を整備するものでございます。財源につきまして

は，国庫支出金を歳出予算額の全額に対し充当するものでございます。

続きまして，最後，歳入でございます。

歳入につきましては，歳出の説明に併せて特定財源についても触れさせていただきまし

たが，このたびの補正につきましては地方創生臨時交付金を含む国庫支出金を歳出予算の

ほぼ全額に対し充当し，収支の均衡を図っているものでございます。

以上で一般会計補正予算の説明を終わります。

委員長（今田佳男君） これより質疑を行います。

質疑のある方は，順次挙手により一問一答でお願いいたします。

川本委員。

委員（川本 円君） 先ほどの御説明の中で参考資料２からちょっとお聞きしたいのです

けど，まず１番目の頑張る飲食事業者応援事業の中の要件のところ，ア，イ，ウと３点ほ

ど要件があるそのイのところですけども，アクリル板等でパーテーションを適切に設置，

予定も含むなどして感染予防を取っていることが条件とされております。パーテーション

を適切に設置したか否かというのは，どういうふうな形で確認されるのですか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらは県の事業ということになっていまして，最終的には県

に申請されて，県が承認するという形になろうかと思います。こちらにつきましては，申

請の中にそういったパーテーションの設置状況が分かるような資料を添付するとか，そう

いった形での確認を取るのではないかというふうに考えております。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） だから，県の職員がわざわざ飲食のところへ出向いて確認するとい

うことではないのですね。分かりました。

続いて，そこのところの３番目，市の事業になります商業者等支援給付金事業のところ

でこれも要件なのですけど，一番最後のオのところ，その他市長が特に認めるものという

ふうに書いておりますが，具体的にどのような方が対象となることがあるのでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 特にこういったものというものは現在特定はいたしておりませ

んが，申請の中でその場そのときそのときといいますか，その事業者の実情に応じてこち
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らをどのように適用するかというのを個別に対応するようになろうかと思いますけれど

も，一つ事例で上げますと，まず確実に言えることが新規の創業者，こちらにつきまして

はいわゆる令和２年１２月から令和３年２月までの間の比較材料がございませんので，そ

ういったものはこちらのオの部分を適用いたしまして，直近の売上げとの比較ということ

が可能となるようこういった規定を設けているものでございます。

委員長（今田佳男君） 川本委員。

委員（川本 円君） 分かりました。

それと，今回４点ほど給付金なり補助金なりという形で打ち出しておりますけども，こ

の前の請願された方に対しての手当ても当然この中に含まれていると思いますが，それ以

外，請願をされなかった飲食店もかなりの数がいらっしゃると思います。そういった，ど

ういった手段を使ってこういった制度をお知らせするのかというのを。絶対漏れてはいけ

ない事業だと思うのですよ。知らなかったで済まされない問題なので，そこら辺りどうい

うふうな形で徹底されるか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらにつきましては，従前の方法といたしましては広報紙で

ありますとかＳＮＳ等，タネット，そういったものも活用すると同時に，例えば商工会議

所の会員さん向けに商工会議所の協力を得て，会報などを通じてお知らせする。また，観

光協会などにつきましても，会員さん向けのお知らせなどで通知させていただく。また，

飲食組合とかそういった団体を通じて個別にお知らせするという手法も考えて，漏れなく

この制度が行き届くようにはしたいというふうに考えているところでございます。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 同じところの商業者支援の給付金事業なのですが，これは基本，１

番の頑張る飲食事業応援事業に申請された方はこの４番は自然といただけるというところ

なのですが，ここでちょっと心配なことがあるのですけど，例えば確定申告をしていない

方というものは前年度の売上げが分からないわけではないですか。そういった方はどう対

処するのか。また，家賃契約なしに口約束でやられとる方もおられると思うのですよ。例

えばそういう方であれば，領収書とかそういうものでできるのか。その２点をお伺いしま

す。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） そういったケースにつきまして，現在手引きまた補助要綱など
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を今作成をいたしておりますので，またそういった個別具体な案件につきましてはそうい

った中で整理をさせていただき，できる限り柔軟には対応させていただこうとは思います

が，何らかの確認のための資料というものは必要となろうかと思いますので，それは今後

また制度をしっかり補助要綱なり手引きを作る中で整理をさせていただき，またそれを皆

様に周知をさせていただければというふうに考えております。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） できるだけ支援してあげられるようにしていただきたいのですが，

賃貸契約の場合はある程度どうにかなるかなとは思うのですけど，この確定申告をされて

いないとなるとちょっとほかの面で問題が出てきて，そこは少し国民の３大義務ではない

ですけど，ほかの面で問題が出てくるのかなというところがあるので，その辺は気をつけ

てやっていただきたいと思いますが，その辺についてお願いいたします。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 確かに委員おっしゃられますとおり，通常専ら主な収入源とし

て，主たる事業として営業をされている限りは，恐らくそういった形での確定申告なりと

いうのは当然本来はされるべき案件であろうかと思います。そういった中でなぜそれがで

きていないのかというところも確かにありますので，そこらは慎重に，そこは判断してい

く必要があろうかと思いますので，それは制度運用の中でしっかり十分気をつけながら運

用していきたいというふうに考えております。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） よろしくお願いします。

あとは，プレミアム商品券ですね。こちらも３０％，前回並みであるのですけど，これ

前回１万５，０００冊だったと思うのですけど，今回はどれぐらいでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） このたびは若干増えておりまして，このたびの発行部数は２万

冊ということになります。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 先ほども松本委員からもありましたが，電子マネーの場合では一部

の者しかというような話もありますが，それをこれで補うという形になるのかなと。どち

らにしても事業者支援でもありますし，幅広く市民の皆さんに使っていただくということ

でこういったものも必要なので，しっかりと周知徹底をして，限りなく皆さんに使ってい
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ただけるようにしていただきたいと思います。

それと，前回私もちょっと委員会の中で少しプレミアム商品券のときに言わせてもらっ

たのですが，これは手数料は発生しますか，しませんか。正直，事業者支援であるため，

手数料を取るべきでないと前回の委員会でも申し上げたのですが，今回はどのようになっ

ていますか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） このたびにつきましても，事業者が支払う手数料はいただかな

いということになっております。

委員長（今田佳男君） 高重委員。

委員（高重洋介君） 前回も手数料を払うのならということで加盟していない店がかなり

あったと聞いております。このたびは手数料はないということを早くから周知して，たく

さんのところに入っていただければと思いますので，よろしくお願いします。その辺につ

いてもお願いします。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらにつきましても，事業者の募集も当然これからしていく

ことになりますので，こういった制度概要もしっかりと周知を図っていかなければならな

いというふうに考えておりますので，そこはしっかり十分周知を図っていきたいと思って

おります。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） ちょっと確認を含めてお尋ねしたいのは，先ほど３番の商業者支援

等で，この概要では４ページに書いてあって，総額が４，２００万円強の補正額となって

おります。そこでちょっとこの積算の概要でいいのですけれども，宿泊業とか交通とか食

品関係とか，この４ページの概要のところに説明があって，一応この県の関係とリンクす

るのでしょうから最大３０万円がもらえるというのでその２分の１，県，市がそれぞれ半

分ずつ負担というふうに伺っているのですけど，積算の根拠となるこの宿泊，交通，食品

関係という件数といいますか，それをちょっとまずお聞きしたい。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 商業者支援給付金事業の対象事業者についてでございます。

まず，最初から順番に申し上げますと，旅館業法の許可を受けて営む者，これが２２業

者，それから住宅宿泊事業法の届出をして営む者，これが３業者，それから道路運送法の
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許可を受けて営む者，これが７，それから海上運送法の許可を受けて営む者，こちらが

６，それから旅行業法の登録をして営む者，こちらが２，それから食品衛生法の許可を受

けて営む者，こちらが６１，それから最後に酒税法の免許を受けて営む者，こちらが８，

合計しますと１０９事業者が対象事業者になるというふうに今見込んでいるところでござ

います。

委員長（今田佳男君） 松本委員。

委員（松本 進君） あとそれと，今日の参考資料２の分で一番下の家賃補助の件で，こ

れを見ると要件がさっきあった１から３の要件の人で，下の（２）の支給額についての確

認なのですが，１事業者当たり２分の１で最大５万円掛けの３か月で１５万円になります

よね。これは，市が出す分が１５万円で県も含めたら３０万円になる意味か，ちょっとそ

こは確認させていただきたい。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） すみません，こちらの家賃支援につきましては，県の補助はご

ざいません。市単独の事業になりますので，市が最大で５万円掛け３か月分の１５万円と

いうふうに御理解をいただければと思います。

委員長（今田佳男君） よろしいですか。

ほかに。

道法委員。

委員（道法知江君） ありがとうございます。国がいろいろと食品関係者，いわゆる飲食

だけではなく食品関係にということで，国のほうからも，県のほうからも，市も単独でや

ろうという事業だと思います。いわゆるそのじゃあ２０％の人はどうなのかと，３０％で

区切っているけども，国もそうですけど。全部網羅するというのはなかなか厳しいと思い

ますけども，そういった御意見もあるということも踏まえてなのですが，今後も商業者支

援ということについては状況を見ながらいろんなことを支援されると思います。先ほど事

業者が１０９事業者ということも言っていただきましたので，全ての事業者にこういった

支援があるということをきちっとお伝えしなければいけない，迅速にお伝えしなければい

けないということをまず感じます。

それと，４番目の市のこれも単独ということでもありますけども，先ほど委員も言われ

て質疑がありましたけど，支援額の家賃の給付ということなのですけれども，最大３か月

分ということですが，いつからいつ頃までという期間というのは大変厳しい状況のときの



- 81 -

期間を提出させていただいたらいいのかどうか，ちょっとその辺を伺いたいなと思いま

す。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） こちらにつきましては，商業者支援とセットで考えております

ので，いつからいつまでというような概念ではなく，商業者の支援給付金事業だけではな

くてこの番号で言ったら１番，２番，３番，これに該当する事業者であればもう３か月分

はお出しするということで，いつからいつまでという期間ではなくて本当に３か月分とい

うことで御理解をいただければと思います。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） その辺のことも申請するに当たってはすごく分かりにくいという，

国とか県の期間は決まっているけど，単独でいった場合はどうなのかということも分かり

やすいように御説明いただければなと思います。国の事業とか県の事業とかいろいろ産業

振興に関わっていろいろな補助金が出ておりますけれども，本当に竹原市としても，国か

らのいわゆる持続化給付金とか漏れて，そして単市で５０％以下のところに１０万円を出

してという作業をしても，それでもまだまだ本当に厳しい現状だということで単市が補正

を組んでこのようにされているものだと思いますので，そこら辺はしっかりと，先ほど２

０％は１０％はどうなのかといった話に戻りますけれども，本当にすくい上げていくよう

な思いで対応いただきたいなと思います。その点についていかがでしょうか。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 確かにまだコロナの影響というものは今後も続いていくものと

いうふうにも考えますので，当然そういった中で今後の経済活動がどのように推移してい

くかというものを含めまして，今後の動向も踏まえまして当然そこは支援すべきところは

支援，今後もしていく必要があろうかと思います。当然財源的には限りがある部分ではご

ざいますけれども，さりとてそういった支援が必要であれば，そこは適切に支援をしてい

く必要があろうかと思いますので，それは今後の動向を見ながら継続して考えていければ

というふうに考えておりますので，よろしくお願いいたします。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） 最後なのですけども，やはりプレミアム商品券，非常に関心がある

ということでありますので，いわゆる還元率，前回と同じように３０％なのかどうかとい

うところと，あと大型店とか小店もあると思います。その割合も今までと同じような状況



- 82 -

なのか。これは，先ほど電子マネー等のこともあります。では，いつからなのかというこ

とで，できる限り早く，補正を組んだら早く手を打っていただきたいと思います。商工会

議所の準備期間とかいろいろあると思います。人も補正に上がって人配ということで人の

経費も上がっていますので，そういうのも含めて。やっぱり市民感情としたら，決まった

ら早くしてほしい。もう半年も先とかそういうことないように早く手を打っていただきた

いと思いますが，この点についてプレミアム率とそれと大型店，小店との割合というの

を，多分今聞き漏れていたかもしれませんけど，教えていただきたいと思います。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） まず，プレミアム率につきましては前回同様３０％ということ

にいたしております。それから，時期につきましては，当然これは３年度の予算となりま

すので４月１日以降ということにはなりますけれども，そこは準備も含めてできることは

もう今月から進めていく中で可能な限り早期の着手を目指しているところでございます。

さらにそういった部分も含めまして，市民への周知も併せてそこは迅速にしていきたいと

いうふうに考えております。大規模店と地元店の割合につきましては，これは３０％のプ

レミアムということで１，０００円券が１３冊ということになりますので，前回もそうだ

ったのですが，７冊は地元店専用，残りの６冊がどちらでも使えるというような形で前回

同様で考えているところでございます。

委員長（今田佳男君） 道法委員。

委員（道法知江君） やっぱり消費喚起ということが一番大事なことであって，やっぱり

先ほど課長が言われていたようにあまり日にち置かれないのですよね，現実に。ではない

かなと思いますので，既にもう委託業者も恐らく商工会議所のほうでも決まっているかも

しれませんし，そこも踏まえた上でやっぱり早くお知らせをしていただきたい。前回のと

きは，第１回目の販売では知らなかったという人が多かったです。こういうことの繰り返

しのないように，２段，３段のときは人があふれるようなことだったですけども，初めて

の第１段目の発売のときは全然知らなかった，ということのないようにしていただきたい

と思います。その点について。

委員長（今田佳男君） 財政課長。

財政課長（向井直毅君） 確かに周知の方法，前回も１回で完売できなかったというよう

なこともございます。そういった点も踏まえまして，できる限りの媒体を使ってしっかり

そこは周知を図っていく必要があろうかと思います。それは前回での教訓もしっかり生か
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されるようにそこは周知徹底を図っていきたいというふうに思っておりますので，具体的

にでは何をどうこれからそこをしていくかというような，これから考えていくことになろ

うかと思いますが，そこも迅速にしっかりと対応してまいりたいというふうに考えており

ますので，よろしくお願いをいたします。

委員長（今田佳男君） ほかに質疑ございませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，それではここで委員による質疑を一旦保留と

します。

続いて，委員外議員の質疑と委員間討議になりますが，ございますか。なければこのま

まこの状態で続けさせていただきたいのですが。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，委員外議員の質疑はなし，それから委員間討

議もなしということでよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） では，以上をもって本委員会への付託議案に対する質疑を終結い

たします。

これより本委員会への付託議案について議案番号順に順次討論，採決に入ります。

議案第３５号竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について，これよ

り討論に入ります。

討論はありませんか。

松本委員。

委員（松本 進君） 私は，議案第３５号に反対します。

委員長（今田佳男君） ほかに討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

委員長（今田佳男君） ありがとうございます。
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起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３６号竹原市国民健康保険条例及び竹原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例案について，これより討論に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですね。

これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

委員長（今田佳男君） ありがとうございます。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３７号竹原市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案について，

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

松本委員。

委員（松本 進君） 私は，議案第３７号に反対をいたします。

委員長（今田佳男君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

委員長（今田佳男君） ありがとうございます。

起立多数であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３８号令和２年度竹原市一般会計補正予算（第１３号）について，これより討論

に入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） これをもって討論を終結いたします。
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これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

委員長（今田佳男君） ありがとうございます。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

議案第３９号令和３年度竹原市一般会計補正予算（第１号）について，これより討論に

入ります。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） これをもって討論を終結いたします。

これより起立により採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

委員長（今田佳男君） ありがとうございます。

起立全員であります。よって，本案は原案のとおり可決されました。

当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。

この際，お諮りいたします。

ただいま議決しました本委員会への付託案件に対する委員会報告書につきましては，本

日の議決結果を報告することといたします。

また，本会議での委員長報告の内容につきましては委員長に御一任願いたいと思います

が，これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） 御異議なしと認めます。よって，そのように決しました。

またあわせて，議決事件の字句等の読み間違いにつきましては，後刻，委員長において

調整いたしますので，御了承願います。

以上で本日予定していました協議事項は全て終了いたしました。

その他，委員の方から何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（今田佳男君） ないようですので，以上をもって総務文教委員会を閉会いたしま

す。
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お疲れさまでした。

午前１１時５６分 閉会


